
北広島市監査告示第２号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 12項の規定により、令和 3年 3

月 18日付北広島市監査告示第 2号で公表した定例監査の結果に基づき、北広島市教

育委員会教育長から措置を講じた旨の報告があったので、当該報告（写）を次のとお

り公表する。 

  令和 3年 4月 23 日 

北広島市監査委員 川 村  豊  

北広島市監査委員 佐 藤 敏男  

 

定例監査結果における指摘事項改善等の措置状況 

 

担当：教育総務課 

項 目 指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

支出事務 【支払遅延事故について】 

 今年度、市内中学校において、

発生した支払遅延事故は、学校の

信用を失墜させるとともに、支払

遅延利息が発生するなど市への損

害を与える行為である。 

 今後、再発防止に向け、各学校

への指導を徹底して行うなどの対

応に努められたい。 

 

 昨年中に、校長、教頭及び事

務職員に対し、職階別の再発防

止研修を実施しました。 

 今後も、適正な事務の執行が

行われるよう、各学校の管理職

及び事務職員に対し会計研修を

行うとともに、支払い処理等速

やかに行うことなどの指導・助

言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


